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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づいて，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 H 7901：2005 
 

海洋生物忌避材料用語 
Glossary of terms used in marine attachment inhibition materials 

 
序文 生物忌避材料は海洋環境からの生物付着を阻害・阻止するものである。これはエネルギー効率，メ

ンテナンスなどに非常に有効なもので，広く研究が行われ，その実用化も進みつつある。これら生物忌避

材料に用いられる用語の統一を行うことによって，忌避材料としての普及の円滑化を図るために制定され

た。 

 

1. 適用範囲 この規格は，海洋環境中で工業用に広く使用されている生物忌避材料に関する主な用語及

びその定義について規定する。 

 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 6801 レーザ安全用語 

JIS Z 2300 非破壊試験用語 

 

3. 用語の分類 用語の分類は，次による。 

a) 一般 

b) 微生物 

c) 大型付着生物 

d) 化学的及び物理的防汚方法 

e) 塗料 

f) 腐食・腐食対策 

g) 大型付着生物試験方法 

 

4. 用語及び定義 用語及び定義は，次による。 

なお，参考のために対応する英語を示す。 

備考1. 一つの用語欄に二つ以上の用語が併記してある場合には，記載してある順位に従って優先的

に使用する。 

2. 用語の定義欄に太文字で示した用語は，この規格で定義しているものである。 

3. 生物の種・属名は学名（主にラテン語）で記載し，イタリック体で統一する。 

4. 生物の科名は学名で記載し，頭文字だけ大文字，あとは小文字で統一する。 

5. 生物の目・綱・門名は学名で記載し，すべての文字を大文字で統一する。 

 


